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秋田県公報
　　　規　則
　○秋田県工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則（５・科学技術課）…………………………………１
　○秋田県高度技術研究所条例施行規則の一部を改正する規則（６・科学技術課）……………………………………２
　○秋田県民間事業者による設備投資の促進のための臨時措置に関する条例施行規則を廃止する規則（７・産業
　　経済政策課）…………………………………………………………………………………………………………………２

■　目　次　■

規　　　　　　　　則

　 秋 田 県 工 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 五 号

　　　 秋 田 県 工 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 工 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 七 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 Ｙ Ａ Ｇ レ ー ザ 加 工 装 置 の 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 セ ラ ミ ッ ク ス 研 磨 装 置 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 多 軸 制 御 加 工 機 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 気 孔 率 測 定 器 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 Ｘ 線 Ｃ Ｔ 画 像 処 理 装 置 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 炭 化 賦 活 炉 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 高 度 技 術 研 究 所 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

高 精 度 三 次 元 プ ロ ッ タ ー シ ス テ ム 七 、 〇 〇 〇 円

高 速 引 張 試 験 機 二 、 三 〇 〇 円

非 接 触 三 次 元 デ ジ タ イ ザ ー 一 、 九 〇 〇 円

熱 変 形 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム 一 、 五 〇 〇 円

複 合 材 硬 化 成 形 用 オ ー ト ク レ ー ブ

落 錘 衝 撃 試 験 機

一 、 四 〇 〇 円

一 、 四 〇 〇 円

熱 特 性 測 定 装 置 一 、 一 五 〇 円
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秋 田 県 規 則 第 六 号

　　　 秋 田 県 高 度 技 術 研 究 所 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 高 度 技 術 研 究 所 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 四 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 ヘ ッ ド 浮 上 量 測 定 機 の 項 、 高 周 波 磁 区 ス ペ ク ト ル 分 析 装 置 の 項 、 ア ー ク 溶 解 炉 の 項 、 テ ー プ 試 験 機 の 項 及 び デ ィ

ス ク 用 摩 擦 摩 耗 試 験 機 の 項 を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 民 間 事 業 者 に よ る 設 備 投 資 の 促 進 の た め の 臨 時 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 七 号

　　　 秋 田 県 民 間 事 業 者 に よ る 設 備 投 資 の 促 進 の た め の 臨 時 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則

　 秋 田 県 民 間 事 業 者 に よ る 設 備 投 資 の 促 進 の た め の 臨 時 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 二

号 ） は 、 廃 止 す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。


